
「救済・支援制度一覧表」 

救済・支援制度項目 内 容 必要事項 対応窓口 

① 
市民税・県民税の減

免 

災害の被害に遭われた方の

市民税・県民税が減免されま

す。 

申請により、申請日以降に

納期をむかえる市民税・県民

税分が対象となります。また、

合計所得金額により、減免の

割合が区分されます。 

福島市役所 

市民税課 

8:30～17:15 

(土・日・祝日除く) 

024－525-3791 

② 
法人市民税の申告・

納付期限の延長 

災害の被害に遭われた法人

で、⑥の法人税の申告・納付

等の期限延長が認められた場

合に適用されます。 

⑥で認められた法人が申請

し、申請内容の確認審査の上、

承認します。 

福島市役所 

市民税課 

8:30～17:15 

(土・日・祝日除く) 

024－525-3791 

③ 軽自動車税の減免 

翌年度の課税基準日（４月１

日）までに、何らかの理由によ

り廃車等の手続きができない

場合は減免の対象となりま

す。ただし、災害等の被害に

遭った年度は減免されませ

ん。 

納税通知書発付後、納期限

の７日前までに申請が必要と

なります。 
福島市役所 

市民税課 

8:30～17:15 

(土・日・祝日除く) 

024－525-3713 

④ 
所得税の災害減免 

または雑損控除 

災害の被害に遭われた方の

所得税の災害減免による税額

控除又は雑損控除による所得

控除が適用されます。  ただ

し、両方を適用することがで

きないため、申告者はいずれ

かを選択してください。 

災害の被害に遭われた年の

翌年２～３月の所得税確定申

告時に被害に遭われた年分の

申告を行ってください。 

福島税務署 

8:30～17:00 

(土・日・祝日除く) 

024－534-3121 

⑤ 
市民税・県民税の雑

損控除 

災害の被害に遭われた方の

市民税・県民税に雑損控除に

よる所得控除があります。 

災害の被害に遭われた年の

翌年２～３月の市民税・県民税

申告時に被害に遭われた年分

の申告を行ってください。た

だし、④の雑損控除による所

得控除の手続きを行った場合

は申告が不要となります。 

福島市役所 

市民税課 

8:30～17:15 

(土・日・祝日除く) 

024－525-3792 

⑥ 
法人税の申告・納付

等の期限延長 

災害の被害に遭われた個人

又は法人で、申告、納付等の

期限までにこれらの行為がで

きない場合に、税務署長の承

認により申告、納付等の期限

が延長されます。 

「災害による申告・納付等の

期限延長申請書」をやむを得

ない理由がやんだ後相当の期

間内に提出してください。 

福島税務署 

8:30～17:00 

(土・日・祝日除く) 

024－534-3121 

⑦ 
法人県民税の申告・

納付期限の延長 

災害の被害に遭われた法人

で、⑥の法人税の申告・納付

等の期限延長が認められた場

合に適用されます。 

⑥で認められた法人が申請

し、申請内容の確認審査のう

え、承認します。 

福島県 

県北地方振興局 

県税部 

8:30～17:00 

(土・日・祝日除く) 

024-521-2692 

⑧ 
法人事業税の申告・

納付期限の延長 

災害の被害に遭われた法人

で、事業年度等の終了日に決

算が確定できない場合は、申

告・納付等の期限延長が適用

されます。 

申請しようとする事業年度

又は連結事業年度終了日の翌

日から４５日以内に申請手続

きを行ってください。 

福島県 

県北地方振興局 

県税部 

8:30～17:00 

(土・日・祝日除く) 

024－521-2692 

 



救済・支援制度項目 内 容 必要事項 対応窓口 

⑨ 
固定資産税の減免 

（家屋、償却資産） 

災害の被害に遭われた方の

固定資産税が減免されます。 

※翌年度以降は、資産が滅失

すれば課税されない。 

申請により、申請日以降に

納期をむかえる固定資産税分

が対象となります。また、被害

の状況により、減免の割合が

区分されます。 

福島市役所 

資産税課 

8:30～17:15 

(土・日・祝日除く) 

024－525-3716 

⑩ 

固定資産税の申告

期限の延長（償却資

産） 

災害の被害に遭われ、申告

期限までに申告ができないと

認められる場合に適用されま

す。 

申請により、内容審査のう

え、承認された事業者が対象

となります。 

福島市役所 

資産税課 

8:30～17:15 

(土・日・祝日除く) 

024－525-3730 

⑪ 
被災住宅用地の特

例（土地） 

災害の被害に遭われた家屋

の敷地の用に供されていた土

地が適用されます。 

 被害を受けた年度から３年

間は被害に遭われた年度の価

格で課税されます。 

申請により、内容審査のう

え、承認された方が対象とな

ります。 

福島市役所 

資産税課 

8:30～17:15 

(土・日・祝日除く) 

024－525-3715 

⑫ 市税の徴収猶予 

災害の被害に遭われた納税

者又は特別徴収義務者が納付

等できないと認められる場合

が対象となります。 

 １年間徴収猶予、やむを得な

い理由がある場合は２年まで

延長が可能となります。 

申請により、内容審査のう

え、承認された方が対象とな

ります。 
福島市役所 

納税課 

8:30～17:15 

(土・日・祝日除く) 

024－5７３-４０７４ 

⑬ 
福島市災害見舞金

等支給事業 

災害の被害に遭われた方に

対して災害見舞金または弔慰

金を支給します。（住家を全焼

又は半焼した場合、及び火災

に起因して死亡した場合） 

災害内容によって異なりま

す。 福島市役所 

共生社会推進課 

8:30～17:15 

(土・日・祝日除く) 

024－525-3760 

⑭ 

日本赤十字社福島

県支部災害救援物

資取扱事業 

災害の被害に遭われた方に

対して救援物資（毛布、タオル

等）を配布します。（住家が対

象で物置等は対象外） 

災害から数日かかります。 
福島市役所 

共生社会推進課 

8:30～17:15 

(土・日・祝日除く) 

024－525-3760 

⑮ 
福島市営住宅への 

火災仮入居 

災害（火災等）により住宅が

被害に遭われた方に、緊急措

置として市営住宅に入居でき

ます。 

必要書類（申込書、住民票、

罹災証明書） 

※期間は３カ月を限度としま

すが、３カ月ごとの更新により

最大で入居開始日から 1年間

まで延長が可能となります。 

福島市役所 

住宅政策課 

8:30～17:15 

(土・日・祝日除く) 

024－525-3757 

⑯ 
災害に伴う教科用

図書給与 

災害で被害に遭われた児童

生徒(福島市立小・中学校)へ

の無償対象教科書が再給与さ

れます。 

申請から数日かかります。 

※通学している学校を通して

申請ください。 

福島市役所 

学校教育課 

8:30～17:15 

(土・日・祝日除く) 

024－525-3782 

 


